
 網  ⾛  市  宿  泊  税  に  関  す  る  検  討  委  員  会  設  置  要  綱 

 （設  置） 
 第  １  条  網  ⾛  市  に  お  け  る  宿  泊  税  の  導  ⼊  に  関  す  る  検  討  を  ⾏  う  た  め、  網  ⾛  市  宿  泊  税  に  関  す 

 る  検  討  委  員  会  （以  下、  「検  討  委  員  会」  と  い  う。）  を  設  置  す  る。 

 （検  討  事  項） 
 第  ２  条  検  討  委  員  会  の  検  討  事  項  は、  次  の  と  お  り  と  す  る。 

 （１）  宿  泊  税  の  制  度  に  関  す  る  事  項 
 （２）  宿  泊  税  の  使  途  に  関  す  る  事  項 
 （３）  そ  の  他  ⽬  的  達  成  に  必  要  な  事  項  に  関  す  る  こ  と 

 （組  織） 
 第  ３  条  検  討  委  員  会  は、  委  員  １  ０  ⼈  以  内  を  もっ  て  組  織  す  る。 
 ２  委  員  は、  学  識  経  験  者  そ  の  他  市  ⻑  が  適  当  と  認  め  る  者  の  う  ち  か  ら  市  ⻑  が  委  嘱  す  る。 

 （委  員  の  任  期） 
 第  ４  条  委  員  の  任  期  は、  委  嘱  の  ⽇  か  ら  委  嘱  さ  れ  た  年  度  の  ３  ⽉  31  ⽇  ま  で  と  す  る。 

 （委  員  ⻑  等） 
 第  ５  条  検  討  委  員  会  に  は  委  員  ⻑  を  置  く。 
 ２  委  員  ⻑  は、  検  討  委  員  会  を  代  表  し  会  務  を  総  理  す  る。 
 ３  委  員  ⻑  に  事  故  の  あ  る  と  き  ⼜  は、  ⽋  け  た  と  き  は、  委  員  ⻑  が  あ  ら  か  じ  め  指  名  す  る  者  が 
 そ  の  職  務  を  代  ⾏  す  る。 

 （会  議） 
 第  ６  条  検  討  委  員  会  は、  委  員  ⻑  が  必  要  に  応  じ、  事  務  局  と  協  議  の  上、  招  集  す  る。 
 ２  委  員  ⻑  は、  必  要  が  あ  る  と  認  め  た  と  き  は、  検  討  委  員  会  に  関  係  者  の  出  席  を  求  め、  意  ⾒ 
 ⼜  は  説  明  を  聞  く  こ  と  が  で  き  る。 
 ３  検  討  委  員  会  は  原  則  と  し  て  公  開  す  る。  た  だ  し、  委  員  ⻑  が  ⾮  公  開  が  適  当  で  あ  る  と  認  め 
 る  場  合  に  は、  そ  の  ⼀  部  ⼜  は  全  部  を  ⾮  公  開  と  す  る  こ  と  が  で  き  る。 

 （庶  務） 
 第  ７  条  検  討  委  員  会  の  庶  務  は、  観  光  商  ⼯  部  観  光  課  観  光  振  興  係  が  処  理  す  る。 

 （そ  の  他） 
 第  ８  条  こ  の  要  綱  に  定  め  る  も  の  の  ほ  か、  検  討  委  員  会  の  運  営  等  に  関  し  必  要  な  事  項  は、  委 
 員  ⻑  が  別  に  定  め  る。 

 附  則 
 こ  の  要  綱  は、  令  和  ６  年  ８  ⽉  １  ⽇  か  ら  適  ⽤  す  る。 


